
「パートナーシップ構築��」

当�は、サプライチェーンの��先の��や価���を�る事業者の��との��・共�共栄を

�めることで、�たなパートナーシップを構築するため、�下の項⽬に重点的に�り�むことを

��します。

１． サプライチェーン�体の共�共栄と�模・�列等を超えた�たな��
 ��の��先を�じてその先の��先に働きかける（「Tier N」から「Tier N+1」へ）ことによ
り、サプライチェーン�体での付�価�向上に�り�むとともに、��の����や�業�模等

を超えた��により、��先との共�共栄の構築を⽬指します。その�、災�時等の事業��や

働き��⾰の�点から、��先のテレワーク��やBCP（事業����）策�の助�等の�援も
�めます。

（個別項⽬）

a. ����に�する��（����に�るノウハウの提供、�����策の共同�� 等）

２． 「��基�」の��
  �事業者と下�事業者との�ましい���⾏（下�中⼩�業���に基づく「��基�」）を�
�し、��先とのパートナーシップ構築の�げとなる���⾏や��⾏の是正に積�的に�り�

みます。

 ①価�決���

 不�理な�価�減��を⾏いません。���価の決�に当たっては、下�事業者と�なくとも年
に１回�上の協�を⾏うとともに、下�事業者の�正な利�を�み、下�事業者における労働�

件の��が可�となるよう、⼗�に協�して決�します。その�、「労��の�切な��のため

の価���に�する指�」に掲げられた⾏動を�切にとった上で決�します。また、�材料�や

エネルギーコストの��があった場�には、�切なコスト���の����を⽬指します。な

お、���価の決�を�め��に当たっては、���件の書⾯等による�⽰・�付を⾏います。

 ②⼿形などの���件

下�代金は可�な�り現金で��います。⼿形等で��う場�には、��料等を下�事業者の負

担とせず、また、��サイトを60⽇�内とします。

③知的財�・ノウハウ

「知的財���に�するガイドライン」に掲げられている「基�的な�え�」や、「��書ひな

形」を踏まえて��を⾏い、⽚�的な��保持��の��、��上の立場を利⽤したノウハウの

開⽰や知的財��の�償��などは�めません。

 ④働き��⾰等に�うしわ�せ

��先も働き��⾰に��できるよう、下�事業者に�して、�正なコスト負担を�わない��

期発�や�な仕��更を⾏いません。災�時等においては、下�事業者に��上⼀�的な負担を

押し付けないように、また、事業再開時等には、できる�り����の��等に配慮します。
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３．その他（任���）

 2025年7⽉15⽇
株式��GENDA          代����  �⽥卓也
    � 業 �         ��・��（代��を有する者）

（��）

・���は、（�財）�国中⼩�業����協�が��するポータルサイトに掲�されます。

・主�⼤�から「��基�」に基づき指��は助�が⾏われた場�など、���が履⾏されてい

ないと�められる場�には、���の掲�が�りやめになることがあります。
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